
論

説
組
織
変
更
方
式
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立

笹

川

敏

彦

一

は
じ
め
に

二
〇
〇
一
年
一
〇
月
八
日
に
、
構
想
以
来
四
〇
年
以
上
の
歳
月
を
経
て
成
立
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
（so

ciete
eu
ro
p
een

n
e,
E
u
ro
-）

四
三

四
〇
三

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）

㈤

組
織
変
更
計
画
書
の
公
示

㈥

鑑
定
人
に
よ
る
報
告
書

㈦

組
織
変
更
計
画
書
の
承
認

㈧

労
働
条
件
に
関
す
る
会
社
の
権
利
義
務
の
移
転

三

お
わ
り
に

目

次

一

は
じ
め
に

二

組
織
変
更
方
式
に
よ
る
設
立
手
続

㈠

設
立
当
事
会
社
の
要
件

㈡

組
織
変
更
の
効
果

㈢

定
款
上
の
住
所
の
国
際
移
転
の
禁
止

㈣

組
織
変
更
計
画
書



p
ea
n C

o
m
p
a
n
y
,
S
o
cieta

s E
u
ro
p
a
ea
;

Ｓ
Ｅ
）
法
は
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
八
日
に
施
行
さ
れ
た
。
同
法
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
各
国
の
会

社
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
超
国
家
法
と
し
て
の
Ｅ
Ｕ
法
に
も
と
づ
い
て
設
立
さ
れ
る
Ｅ
Ｕ
の
超
国
家
的
会
社
法
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
は
、
と
も
に
Ｅ
Ｃ
条
約
三
〇
八
条
（
旧
二
三
五
条
）
を
根
拠
と
す
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
に
関
す
る
二
〇
〇
一

年
一
〇
月
八
日
理
事
会

１
）

規
則
」（
以
下
、
Ｓ
Ｅ
規
則
と
略
す
る
）
な
ら
び
に
「
労
働
者
参
加
に
関
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
を
補
完
す
る
二

〇
〇
一
年
一
〇
月
八
日
理
事
会

２
）

指
令
」（
以
下
、
労
働
者
参
加
指
令
と
略
す
る
）
か
ら
構
成
さ

３
）

れ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
と
は
、
別
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ

４
）

う
に
、
超
国
家
性
と
い
う
要
請
か
ら
、
既
存
の
会
社
の
み
が
発
起
人
に

な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
一
般
に
い
う
会
社
の
設
立
と
は
大
き
く
異
な
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
は
、
合

併
方
式
・
持
株
会
社
方
式
・
共
同
子
会
社
方
式
・
組
織
変
更
方
式
の
四
つ
の
方
式
に
よ
る
設
立
を
定
め
て
い
る
（
Ｓ
Ｅ
規
則
二
条
一
項
｜
四

項
）。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
と
は
、「
設
立
」
と
は
い
う
も
の
の
、
結
局
、
企
業
の
組
織
再
編
の
問
題
に
帰
着
す
る
の
で

あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
「
設
立
」
方
式
の
う
ち
、
合
併
方
式
に
よ
る
設
立
を
論
じ
た
前

５
）

々
稿
、
持
株
会
社
方
式
に
よ
る
設

立
を
論
じ
た

６
）

前
稿
に
続
き
、「
組
織
変
更
方
式
」
に
よ
る
設
立
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
特
異
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

７
）

い
る
。

わ
が
国
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
研
究
は
、
従
来
か
ら
着
実
に
行
わ
れ
て
き
て
い

８
）

る
が
、
同
法
の
「
成
立
法
」
に
つ
い
て
の
研

究
は
い
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
の
段
階
で
あ
る
と
い

９
）

え
る
。
と
く
に
、
個
別
の
設
立
方
式
に
つ
い
て
焦
点
を
絞
っ
た
研
究
は
、
ほ
と
ん

ど
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
合
併
方
式
お
よ
び
持
株
会
社
方
式
に
よ
る
設
立
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
き
た
が
、

本
稿
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
組
織
変
更
方
式
に
よ
る
設
立
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
（
な
お
、
残
る
共
同
子
会
社
方
式
に

よ
る
設
立
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
）。

組
織
変
更
方
式
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
（
笹
川

敏
彦
）

）

四
四

四
〇
四



以
下
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
Ｓ
Ｅ
規
則
の
条
文
の
順
序
に
従
い
、
組
織
変
更
方
式
に
よ
る
設
立
手
続
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

注

１
）

R
eg
lem

en
t
(C
E
)
n
°
2157 /2001 d

u C
o
n
seil d

u 8 o
cto

b
re 2001 rela

tif a
u sta

tu
t d
e la so

ciete
eu
ro
p
een

n
e
(S
E
),
JO
C
E
 
n
°
L

 
294 d

u 10 /11 /2001 p
p
.
1 -21;

C
o
u
n
cil R

eg
u
la
tio
n
(E
C
)
N
o 2157 /2001 o

f 8 O
cto

b
er 2001 o

n th
e S

ta
tu
te fo

r a E
u
ro
p
ea
n

 
co
m
p
a
n
y
(S
E
),
O
J L 294,

10 /11 /2001 p
p
.1 -21.

な
お
、
Ｓ
Ｅ
規
則
の
法
案
の
段
階
（
二
〇
〇
一
年
六
月
二
六
日
付
）
で
、
同
法
案
に
対
す
る

報
告
書
（R

eport on
 
th
e D

raft C
ou
n
cil regu

lation
 
on
 
th
e S

atu
te for a E

u
ropean

 
C
om
pan

y
(S
E
)
(14886 /2000-C

5-0092-1989 /

0218(C
N
S
))

）
が
、
法
律
問
題
お
よ
び
域
内
市
場
委
員
会
（C

o
m
m
ittee o

n L
eg
a
l A

ffa
ire a

n
d th

e In
tern

a
l M

a
rk
et

）
のH

a
n
s-P

eter
 

M
a
y
er

を
報
告
者
と
し
て
、
欧
州
議
会
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
。

２
）

D
irectiv

e 2001 /86 /C
E d

u C
o
n
seil d

u 8 o
cto

b
re 2001 co

m
p
leta

n
t le sta

tu
t d
e la S

o
ciete

eu
ro
p
een

n
e p
o
u
r ce q

u
i co

n
cern

e
 

l’im
p
lica

tio
n d

es tra
v
a
illeu

rs,
JO
C
E
 
n
°
L
 
294 d

u 10 /11 /2001 p
p
.
22 -32;

C
o
u
n
cil D

irectiv
e 2001 /86 /E

C
 
o
f 8 O

cto
b
er 2001

 
su
p
p
lem

en
tin
g th

e S
ta
tu
te fo

r a E
u
ro
p
ea
n co

m
p
a
n
y w

ith reg
a
rd to th

e in
v
o
lv
em
en
t o
f em

p
lo
y
ees,

O
J
 
L 294

,
10 /11 /2001

 
p
p
.
22 -32.

３
）

本
稿
で
引
用
す
る
Ｓ
Ｅ
規
則
の
条
文
は
、
Ｅ
Ｃ
官
報
英
語
版
を
参
照
し
つ
つ
、
主
と
し
て
同
官
報
フ
ラ
ン
ス
語
版
か
ら
翻
訳
し
た
。

４
）

笹
川
敏
彦
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
に
お
け
る
設
立
｜

合
併
方
式
に
よ
る
設
立
を
中
心
に
｜

」
法
と
政
治
五
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
五
〇
頁

（
以
下
、
合
併
方
式
と
略
す
る
）。

５
）

笹
川
・
前
掲
注
（
４
）
合
併
方
式
四
七
頁
以
下
。

６
）

笹
川
敏
彦
「
持
株
会
社
方
式
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
」
法
と
政
治
五
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
五
五
頁
以
下
（
以
下
、
持
株
会
社
方

式
と
略
す
る
）。

７
）

本
稿
に
お
い
て
は
、
次
の
外
国
語
文
献
を
参
照
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
文
献
と
し
て
は
、M

ich
el M

en
ju
cq
,
L
a S

o
ciete

eu
ro
p
een

n
e,
R
evu

e
 

d
es S

ocietes
,
2002 n

°2,
p
.
234 et su

iv
.,
M
ich
el M

en
ju
cq
,
D
roit in

tern
ation

al et eu
ropeen

 
d
es societes

,
2001,

p
.
116 et su

iv
.,

n
°86
 
et su

iv
.,
B
a
rth
elem

y
 
M
erca

d
a
l,
P
h
ilip

p
e
 
Ja
n
in
,
A
n
n
e
 
C
h
a
rv
eria

t et A
la
in
 
C
o
u
ret,

M
em
en
to
 
P
ratiqu

e,
S
ocietes）

四
五

四
〇
五

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）



C
om
m
erciales 2

0
0
3
,
n
°31290 et su

iv
.,
Ja
cq
u
es-L

o
u
is C

o
lo
m
b
a
n
i et M

a
rc F

a
v
ero

,
L
a societe

eu
ropeen

n
e
,
2002,

p
.
71 et su

iv
.,

n
°239 et su

iv
.,
A
la
in
 
C
o
u
ret,

L
es tech

n
iq
u
es d

e co
n
stitu

tio
n
 
d
e la

 
so
ciete

eu
ro
p
een

n
e,
L
a
 
societe

eu
ropeen

n
e
,
so
u
s la

 
d
irectio

n d
e K

la
u
s J.

H
o
p
t,
M
ich
el M

en
ju
cq
,
et E

d
d
y W

y
m
eersch

,
2003,

p
.
21 et su

iv
.,
F
ra
n
ço
ise B

la
n
q
u
et,

E
n
fin la so

ciete

eu
ro
p
een

n
e,
R
evu

e d
u
 
D
roit d

e l’U
ion
 
E
u
ropeen

n
e
,
2001 n

°1,
p
.
89 et su

iv
.,
M
o
n
iq
u
e L

u
b
y
,
S
o
ciete

E
u
ro
p
een

n
e,
D
roit

 
com

m
u
n
au
taire d

es S
ocietes et G

rou
pem

en
ts
,
p
a
r M

o
n
iq
u
e L

u
b
y
,
F
ra
n
ço
is P

a
sq
u
a
lin
i et V

a
leria P

a
sq
u
a
lin
i-S
a
lern

o
,
1996,

p
.
113 et su

iv
.,
P
a
u
l L
e C

a
n
n
u
,
D
roit d

es S
ocietes

,
2002,

n
°898 et su

iv
.,
M
.
C
o
zia
n
,
A
.
V
ia
n
d
ier et F

.
D
eb
o
issy

,
D
roit d

es
 

S
ocietes

,
14

ed
.,
2001,

n
°83 et su

iv
.,
B
en
o
ıt D

u
to
u
r,
S
o
cieta

s E
u
ro
p
a
e:
a
n
a
ly
se d

e la d
ern

iere p
ro
p
o
sitio

n m
o
d
ifiee d

e la
 

C
o
m
m
issio

n eu
ro
p
een

n
e co

n
cern

a
n
t le p

ro
jet d

e so
ciete

eu
ro
p
een

n
e
(S
.E
.),
G
azette d

u P
alais

,
19 m

a
rs 1992,

p
.
233 et su

iv
.

英
語
文
献
と
し
て
は
、C

a
rla T

a
v
a
res D

a C
o
sta a

n
d A

lex
a
n
d
er d

e M
eester B

ilreiro
,
T
h
e E

u
ropean C

om
pan

y S
tatu

te
,
2003,

p
.

17 et su
iv
.,
E
rik W

erla
u
ff,

S
E
―

T
h
e L

aw
 
of th

e E
u
ropean

 
C
om
pan

y
,
2003,

tra
n
sla
ted b

y S
tev

en H
a
rris,

p
.
39 et su

iv
.,

V
a
n
essa E

d
w
a
rd
s,
E
C
 
C
om
pan

y L
aw
,
1999,

p
.
399 et su

iv
.,
Ja
n
et D

in
e a
n
d P

a
u
l H

u
g
h
es,

E
C
 
C
om
pan

y L
aw
,
2003,

u
p
d
a
te

 
15,

a
t 9.1 et su

iv
.,
K
rzy

szto
f O

p
lu
stil a

n
d C

h
risto

p
h T

eich
m
a
n
n ed

.,
T
h
e E

u
ropean

 
C
om
pan

y-all over E
u
rope

,
2004,

p
.
1

 
et su

iv
.,
Jo
n
a
th
a
n R

ick
fo
rd ed

.,
T
h
e E

u
ropean

 
C
om
pan

y
,
2003.

８
）

詳
し
く
は
、
笹
川
・
前
掲
注
（
４
）
合
併
方
式
五
三
頁
注
（
18
）
参
照
。

９
）

成
立
法
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
業
績
を
挙
げ
る
と
、
上
田
廣
美
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
と
従
業
員
の
経
営
参
加
に
関
す
る
最
新
動
向
（
上
）（
下
）」

国
際
商
事
法
務
二
九
巻
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
五
二
七
頁
以
下
、
同
巻
六
号
（
二
〇
〇
一
年
）
六
六
六
頁
以
下
、
正
井
章
筰
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
株
式
会

社
に
お
け
る
労
働
者
の
参
加
規
制
の
新
展
開
」
小
島
康
裕
教
授
退
官
記
念
『
現
代
企
業
法
の
新
展
開
』
泉
田
栄
一
他
編
著
（
信
山
社
出
版
、
二
〇
〇

一
年
）
四
六
五
頁
、
野
田
輝
久
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
株
式
会
社
法
の
成
立
と
そ
の
評
価
｜

ド
イ
ツ
法
の
視
点
か
ら
｜

」
青
山
経
営
論
集
三
七
巻
四
号
（
二

〇
〇
三
年
）
二
三
九
頁
以
下
、
上
田
廣
美
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
成
立
と
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
従
業
員
参
加
」
日
本
Ｅ
Ｕ
学
会
年
報
二
三
号
（
二
〇
〇

三
年
）
二
三
一
頁
以
下
、
海
道
ノ
ブ
チ
カ
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
（
Ｓ
Ｅ
）
と
経
営
参
加
」
商
学
論
究
（
関
西
学
院
大
学
商
学
研
究
会
）
五
一
巻
三
号

（
二
〇
〇
四
年
）
一
七
頁
以
下
、
松
田
和
久
「
欧
州
連
合
に
お
け
る
欧
州
会
社
（
Ｓ
Ｅ
）
の
設
立
」
千
葉
商
大
論
叢
四
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一

七
一
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
成
立
法
の
研
究
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
労
働
者
参
加
指
令
を
対
象
と
す
る
も
の

が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
笹
川
・
前
掲
注
（
４
）
合
併
方
式
五
四
頁
注
（
19
）
参
照
。
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
案

）

四
六

四
〇
六

組
織
変
更
方
式
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
（
笹
川

敏
彦
）



に
関
す
る
翻
訳
は
、
上
田
廣
美
「『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
に
関
す
る
理
事
会
規
則
の
提
案
』
と
『
従
業
員
参
加
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
を
補
完

す
る
理
事
会
指
令
の
提
案
』」
亜
細
亜
法
学
三
六
巻
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
四
七
頁
以
下
、
成
立
法
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
野
田
輝
久
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
株
式
会
社
法
規
則
（
Ｓ
Ｅ
法
規
則
）
試
訳
」
青
山
経
営
論
集
三
七
巻
（
二
〇
〇
三
年
）
四
号
二
九
三
頁
以
下
が
あ
る
。

二

組
織
変
更
方
式
に
よ
る
設
立
手
続

㈠

設
立
当
事
会
社
の
要
件

⑴

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
は
、
合
併
方
式
（
Ｓ
Ｅ
規
則
二
条
一
項
）・
持
株
会
社
方
式
（
Ｓ
Ｅ
規
則
二
条
二
項
）・
共
同
子
会
社
方
式
（
Ｓ

Ｅ
規
則
二
条
三
項
）
の
ほ
か
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
株
式
会
社
を
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｓ
Ｅ
規

則
二
条
四
項
。
以
下
、
組
織
変
更
方
式
と
い
う
）。

よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
加
盟
国
の
法
律
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
、
Ｅ
Ｃ
域
内
に
そ
の
定
款
上
の

10
）

住
所
お
よ
び
経
営
管
理
の

11
）

中
心
を
有

す
る
株
式
会
社
は
、
少
な
く
と
も
二
年
間
、
そ
の
他
の
加
盟
国
の
法
律
に
準
拠
す
る
一
個
の
子
会
社
を
有
す
る
場
合
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会

社
へ
と
組
織
変
更
す
る
こ
と
が
で

12
）

き
る（
た
だ
し
、
定
款
上
の
住
所
と
経
営
管
理
の
中
心
は
同
一
の
加
盟
国
で
あ
る
必
要
は

13
）

な
い
）（
Ｓ
Ｅ

規
則
二
条
四
項
）。

⑵

こ
の
よ
う
な
組
織
変
更
方
式
は
、
一
九
六
七
年
に
公
表
さ
れ
た
サ
ン
ダ
ー
ス
教
授
の
草
案
に
お
い
て
す
で
に
提
案
さ
れ
て
い
た
が

（
同
草
案

｜
五
｜
一
条

14
）

以
下
）、
そ
の
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
初
期
の
法
案
に
お
い
て
は
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

15
）

っ
た
。
な
ぜ
な

ら
、
国
内
の
会
社
が
そ
の
厳
格
な
国
家
法
規
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
唯
一
の
目
的
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
を
設
立
す
る
こ
と
を
、
一
部
の

）

四
七

四
〇
七

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）



加
盟
国
が
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
は
、
自
国
の
会
社
が
共
同
決
定
制
度
を
回
避
す
る
便
利
な
手
段
と
し
て
、
組
織
変
更

方
式
を
利
用
す
る
こ
と
を
懸
念
し
、
こ
れ
に
強
固
な
反
対
を

16
）

し
た
。
そ
の
後
、
同
方
式
は
、
一
九
九
一
年
修
正
案
に
お
い
て
導
入
さ
れ
る

こ
と
に
な

17
）

っ
た
。同
方
式
の
導
入
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
の
要
件
を
拡
大
し
、か
つ
緩
和
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で

18
）

あ
っ
た
。

⑶

Ｓ
Ｅ
規
則
二
条
四
項
に
お
い
て
、
設
立
当
事
会
社
が
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
み
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
点
に
つ
き
、
若
干
の
批

判
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
子
会
社
方
式
に
よ
る
設
立
は
、
す
べ
て
の
種
類
の
会
社
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て（
Ｓ

Ｅ
規
則
二
条
三
項
）、
組
織
変
更
方
式
に
よ
る
設
立
は
、
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
み
し
か
認
め
ら
れ
て
い

19
）

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
会
社
へ
の
組
織
変
更
を
望
む
有
限
会
社
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
へ
組
織
変
更
す
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
有
限
会
社
を
株
式
会
社
へ
と
組

織
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
設
立
当
事
会
社
を
株
式
会
社
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
、
お
よ
び
有
限
会
社
を
設
立
当
事

会
社
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
、
実
際
的
な
こ
と
と
は
い
え
ず
、
ま
た
根
拠
に
も
乏
し
い
と
指
摘
さ

20
）

れ
る
。

⑷

ま
た
、
Ｓ
Ｅ
規
則
は
、
超
国
家
性
の
要
件
と
し
て
、
そ
の
他
の
加
盟
国
の
法
律
に
準
拠
す
る
「
子
会
社
」
を
有
す
る
こ
と
を
要
請

し
て
お
り
、「
支
店
」を
有
し
て
い
る
だ
け
で
は
こ
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き

21
）

な
い
。
一
九
九
一
年
修
正
案
に
お
い
て
は
、
支
店
の

み
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
組
織
変
更
方
式
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
一
九
九
一
年
修
正
案
二
条
三
項
）。
こ
の
点
は
、

成
立
法
に
お
け
る
要
件
の
厳
格
化
と
い
え
る
が
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
見
解
が

22
）

あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
子
会
社
は
、
そ
れ
を
望
む
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
容
易
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
支
店
は
、90/434/C

E
E

23
）

指
令
に
も
と
づ
い
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
子
会
社
へ
と
組
織
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
か
り
に
こ
の

よ
う
な
組
織
変
更
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
株
式
会
社
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
へ
と
組
織
変
更
す
る
前
に
、
ま
ず
、
当
該
株
式
会
社
の
支

店
を
子
会
社
へ
と
組
織
変
更
し
、
そ
の
時
点
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
二
年
間
の
経
過
が
必
要
と

24
）

な
る
。
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注

10
）

Ｅ
Ｃ
官
報
フ
ラ
ン
ス
語
版
は
、sieg

e sta
tu
ta
ire

（
定
款
上
の
住
所
）
と
い
う
文
言
を
用
い
、
同
英
語
版
は
、reg

istered o
ffice

（
登
録
事
業

所
）
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
定
款
上
の
住
所
と
い
う
文
言
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
（
笹
川
・
前
掲
注
（
４
）

合
併
方
式
六
〇
頁
注
24
参
照
）。

11
）

Ｅ
Ｃ
官
報
フ
ラ
ン
ス
語
版
は
、a

d
m
in
istra

tio
n cen

tre

（
経
営
管
理
の
中
心
）
と
い
う
文
言
を
用
い
、
同
英
語
版
は
、h

ea
d o
ffice

（
本
店
）

と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
経
営
管
理
の
中
心
と
い
う
文
言
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
経
営
管
理
の
中

心
と
は
、
事
実
上
の
指
揮
の
住
所
（sieg

e effctif d
e d
irectio

n

）
に
対
応
す
る
（M

en
ju
cq
,su

pra.
n
o
te n

°7,p
.234

）（
笹
川
・
前
掲
注
（
４
）

合
併
方
式
六
〇
頁
注
25
参
照
）。

12
）

W
erla

u
ff,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
66,

M
en
ju
cq
,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
237,

M
erca

d
a
l,
Ja
n
in
,
C
h
a
rv
eria

t et C
o
u
ret,

su
pra

.
n
o
te n

°7,

n
°31290,

C
o
sta a

n
d B

ilreiro
,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
38,

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°325,

C
o
u
ret,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.

26.

13
）

W
erla

u
ff,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
66.

14
）

P
iter S

a
n
d
ers,

E
u
ropean

 
S
tock C

orporation
,
T
ext of D

raft S
tatu

te w
ith
 
C
om
m
en
tary,

1969,
p
.
76.

な
お
、D

u
to
u
r,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
234

お
よ
びC

o
sta a

n
d B

ilreiro
,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
38

も
同
様
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

15
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
一
九
七
〇
年
案
、
一
九
七
五
年
修
正
案
、
お
よ
び
一
九
八
九
年
案
に
は
、
該
当
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い
。

16
）

C
o
sta a

n
d B

ilreiro
,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
17.

17
）

欧
州
議
会
の
提
案
に
し
た
が
っ
て
、
欧
州
委
員
会
は
一
九
九
一
年
修
正
案
に
お
い
て
こ
の
選
択
肢
を
導
入
し
た
。
一
二
加
盟
国
の
合
意
が
見
出
さ

れ
、
同
委
員
会
は
こ
の
設
立
方
式
を
採
択
し
た
（C

o
sta a

n
d B

ilreiro
,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
17,

n
°4

）。

18
）

B
la
n
q
u
et,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
91.

19
）

こ
の
ほ
か
、
合
併
方
式
に
お
い
て
は
、
組
織
変
更
方
式
と
同
様
に
、
設
立
当
事
会
社
を
株
式
会
社
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が（
Ｓ
Ｅ
規
則
二
条
一
項
）、

持
株
会
社
方
式
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
の
ほ
か
に
有
限
会
社
に
つ
い
て
も
設
立
当
事
会
社
に
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
Ｓ
Ｅ
規
則
二
条
二

項
）。

20
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°325.

）
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21
）

同
旨
、C

o
sta a

n
d B

ilreiro
,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
38,

W
erla

u
ff,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
66.

こ
れ
に
対
し
て
、
持
株
会
社
方
式
お
よ
び
共
同

子
会
社
方
式
に
お
い
て
は
、
子
会
社
だ
け
で
な
く
、
支
店
で
あ
っ
て
も
超
国
家
性
の
要
件
の
充
足
を
認
め
て
い
る
の
で（
Ｓ
Ｅ
規
則
二
条
二
項
三
項
）、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
組
織
変
更
方
式
よ
り
も
要
件
が
柔
軟
で
あ
る
。

22
）

W
erla

u
ff,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
66.

23
）

異
な
る
加
盟
国
の
会
社
に
係
る
合
併
・
分
割
・
資
産
の
出
資
・
株
式
交
換
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
共
通
税
制
に
関
す
る
一
九
九
〇
年
七
月
二
三
日

理
事
会
指
令
（D

irectiv
e 90 /434 /C

E
E
 
d
u C

o
n
seil,

d
u 23 ju

illet 1990,
co
n
cern

a
n
t le reg

im
e fisca

l co
m
m
u
n a

p
p
lica

b
le a

u
x

 
fu
sio
n
s,
scissio

n
s,
a
p
p
o
rts d

’a
ctifs et ech

a
n
g
es d

’a
ctio

n
s in

teressa
n
t d
es so

cietes d
’É
ta
ts m

em
b
res d

ifferen
ts

）。

24
）

W
erla

u
ff,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
66.

㈡

組
織
変
更
の
効
果

⑴

組
織
変
更
方
式
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
は
、
組
織
変
更
前
の
株
式
会
社
の
解
散
や
組
織
変
更
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の

新
設
と
い
う
形
式
は
と
ら
ず
、
単
な
る
会
社
形
態
の
組
織
変
更
の
み
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
な
る
こ
と
が
で

25
）

き
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｓ
Ｅ
規

則
三
七
条
二
項
は
、「
株
式
会
社
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
へ
の
組
織
変
更
は
、
一
二
条
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
解
散
も
新
し
い
法
人
格
の
創

設
も
も
た
ら
さ
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。

⑵

Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条
二
項
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、「
一
二
条
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
」（sa

n p
reju

d
ice d

e l’a
rticle 12

）
と
い
う

文
言
が
存
在
す
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
学
説
の
な
か
に
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
も
の
が

26
）

あ
る
。
Ｓ
Ｅ
規
則
一
二
条
は
、
ま
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
会
社
の
登
録
に
関
す
る
要
件
を
定
め（
同
一
項
）、
そ
の
後
、
労
働
者
参
加
に
関
す
る
合
意
が
締
結
さ
れ
な
い
限
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社

は
登
録
さ
れ
な
い
旨
を
定
め
て
い
る（
同
二
項
三
項
）。
Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条
二
項
に
お
け
る
同
規
則
一
二
条
へ
の
言
及
は
、
右
の
労
働
者
参

加
の
要
件
が
充
足
さ
れ
た
場
合
に
の
み
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
形
態
に
お
い
て
法
人
格
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、

）

五
〇

四
一
〇

組
織
変
更
方
式
に
よ
る
ヨ
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ロ
ッ
パ
会
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の
設
立
（
笹
川

敏
彦
）



同
規
則
一
二
条
へ
の
言
及
の
趣
旨
が
、組
織
変
更
の
決
定
は
行
っ
た
が
労
働
者
参
加
に
関
す
る
要
件
は
充
足
し
て
い
な
い
会
社
に
つ
い
て
、

当
該
会
社
の
法
人
格
は
喪
失
す
る
旨
を
定
め
た
も
の
、
ま
た
は
当
該
会
社
は
解
散
す
る
旨
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
難
い
。
む
し

ろ
、
右
の
場
合
は
、
組
織
変
更
の
登
録
が
で
き
ず
、
結
局
、
通
常
の
株
式
会
社
が
存
続
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
規
則

一
二
条
へ
言
及
す
る
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
労
働
者
参
加
に
関
す
る
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
会
社
の
効
果
に
つ

い
て
、
ま
た
は
、
当
該
会
社
が
強
制
的
な
解
散
に
至
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か
の
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
と
指
摘
さ
れ
る
。

⑶

ま
た
、
Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条
二
項
は
、
当
該
加
盟
国
の
領
土
か
ら
い
か
な
る
会
社
も
消
滅
し
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
解
す
る

こ
と
が
で

27
）

き
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
組
織
変
更
前
は
通
常
の
株
式
会
社
が
存
在
し
、
組
織
変
更
後
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
が
存
在
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
加
盟
国
の
管
轄
当
局
（a

u
to
rite

28
）

co
m
p
eten

te

）
は
、
公
益
を
理
由
に
し
て
組
織
変
更
に
異
議
を
述
べ
る
権
利
を
有
し
な
い
。

別
稿
に
お
い
て
述
べ
た
よ

29
）

う
に
、
合
併
方
式
に
よ
る
設
立
の
場
合
に
は
、
管
轄
当
局
が
、
公
益
を
理
由
と
し
て
こ
れ
に
異
議
を
述
べ
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る（
Ｓ
Ｅ
規
則
一
九
条
）。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
が
そ
の
定
款
上
の
住
所
を
そ
の
他
の
加
盟
国
へ
移
転
さ
せ
る
場
合
も
、

加
盟
国
に
は
異
議
申
述
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る（
Ｓ
Ｅ
規
則
八
条
一
四
項
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
組
織
変
更
方
式
に
よ
る

設
立
の
場
合
に
は
異
議
申
述
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
組
織
変
更
を
行
っ
て
も
当
該
加
盟
国
の
領
土
か
ら
な
ん
ら
の
会
社
も

消
滅
し
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
か
か
る
措
置
は
正
当
で
あ
る
と
い

30
）

え
る
。

注

25
）

野
田
・
前
掲
注
（
９
）
二
五
〇
頁
。

26
）

以
下
、W

erla
u
ff,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
67.

）

五
一

四
一
一

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）



27
）

以
下
の
指
摘
は
、W

erla
u
ff,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
67.

28
）

管
轄
当
局
と
し
て
は
、
裁
判
所
、
公
証
人
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
（
Ｓ
Ｅ
規
則
二
五
条
二
項
参
照
）。

29
）

笹
川
・
前
掲
注
（
４
）
合
併
方
式
七
〇
頁
参
照
。

30
）

W
erla

u
ff,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
67.

同
様
の
理
由
に
も
と
づ
い
て
、
持
株
会
社
方
式
に
よ
る
設
立
の
場
合
に
も
、
異
議
申
述
権
は
認
め
ら
れ
な

い
（
笹
川
・
前
掲
注
（
６
）
持
株
会
社
方
式
六
五
｜
六
六
頁
注
（
28
））。

㈢

定
款
上
の
住
所
の
国
際
移
転
の
禁
止

定
款
上
の
住
所
は
、
組
織
変
更
と
同
時
に
そ
の
他
の
加
盟
国
へ
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条

31
）

三
項
）。

こ
の
よ
う
な
制
限
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
よ
り
よ
い
会
社
の
移
動
（circu

la
tio
n d

es so
cietes

）
と
い
う
欧
州
委
員
会
の
掲
げ
る
目
的

に
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
見

32
）

え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
時
に
第
三
者
へ
提
供
さ
れ
る
手
続
お
よ
び
特
別
の
担
保
を

用
意
す
る
こ
と
な
し
に
、
か
か
る
法
人
格
の
移
動
（circu

la
tio
n

）の
自
由
が
普
及
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
会
社
の
債
務
不
履
行
に
対
し

て
適
用
さ
れ
る
法
規
の
解
釈
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
困
難
を
生
じ
さ
せ
る
危
険
が
あ
る
。
そ
の
う
え
、
こ
の
よ
う
な
行
き
過
ぎ
た
自
由
化
を

望
む
こ
と
は
、
法
定
地
漁
り（fo
ru
m

33
）

sh
o
p
in
g

）に
反
対
す
る
と
い
う
欧
州
委
員
会
の
意
向
に
も
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
さ

34
）

れ
る
。

も
っ
と
も
、
い
っ
た
ん
組
織
変
更
が
完
了
し
こ
れ
が
登
録
さ
れ
た
後
は
、
Ｓ
Ｅ
規
則
八
条
所
定
の
、
定
款
上
の
住
所
の
国
際
移
転
手
続

を
開
始
し
て
も
問
題
は
な
い
と
解
さ

35
）

れ
る
。

注

31
）

W
erla

u
ff,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
68,

M
en
ju
cq
,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
237,

C
o
sta a

n
d B

ilreiro
,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
38,

C
o
lo
m
b
a
n
i

 
et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°327,

C
o
u
ret,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
26.

）

五
二

四
一
二

組
織
変
更
方
式
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
（
笹
川

敏
彦
）



32
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°327.

実
際
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
の
な
か
に
は
、
移
動
す
る
権
利
を
享
受
す
る
の
は
す
べ
て
の
会

社
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
旨
を
述
べ
る
も
の
が
あ
る
（M

en
ju
cq 2001,

su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°113

）。

33
）

こ
れ
は
、
よ
り
規
制
の
少
な
い
国
に
会
社
住
所
を
移
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
デ
ラ
ウ
エ
ア
効
果
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

34
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°327.

35
）

W
erla

u
ff,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
68.

㈣

組
織
変
更
計
画
書

合
併
方
式
お
よ
び
持
株
会
社
方
式
に
よ
る
設
立
と
同

36
）

様
に
、
設
立
手
続
の
重
要
部
分
は
、
計
画
書
の
作
成
に
よ
り
構
成
さ

37
）

れ
る
。
設
立

当
事
会
社
の
指
揮
ま
た
は
管
理
機
関
は
、
組
織
変
更
計
画
書
（p

ro
jet d

e tra
n
sfo
rm
a
tio
n

）
お
よ
び
報
告
書
を
作
成
す
る
。

報
告
書
に
は
、
①
組
織
変
更
の
法
律
的
お
よ
び
経
済
的
側
面
を
説
明
し
か
つ
正
当
化
し
、
な
ら
び
に
②
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
形
式
を
採

用
す
る
に
あ
た
っ
て
の
株
主
お
よ
び
労
働
者
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条

38
）

四
項
）。
こ
の
点

は
、
持
株
会
社
方
式
に
お
け
る
報
告
書
の
記
載
事
項
（
Ｓ
Ｅ
規
則
三
二
条
二
項
）
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
組
織
変
更
計
画
書
の
記
載
事
項
は
、
合
併
方
式
お
よ
び
持
株
会
社
方
式
に
お
け
る
設
立
計
画
書
の
場
合
と
は
異

39
）

な
り
、
な
ん

ら
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

注

36
）

合
併
方
式
に
つ
き
、
笹
川
・
前
掲
注
（
４
）
合
併
方
式
七
一
頁
、
持
株
会
社
方
式
に
つ
き
、
笹
川
・
前
掲
注
（
６
）
持
株
会
社
方
式
六
七
｜
六
八

頁
参
照
。

37
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°329.

）

五
三

四
一
三

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）



38
）

W
erla

u
ff,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
68,

M
en
ju
cq
,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
237,

M
erca

d
a
l,
Ja
n
in
,
C
h
a
rv
eria

t et C
o
u
ret,

su
pra.

n
o
te n

°7,

n
°31292,

C
o
sta a

n
d B

ilreiro
,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
38,

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°329.

39
）

合
併
方
式
に
つ
い
て
は
Ｓ
Ｅ
規
則
二
〇
条
一
項
が
、
持
株
会
社
方
式
に
つ
い
て
は
Ｓ
Ｅ
規
則
三
二
条
二
項
が
そ
れ
ぞ
れ
設
立
計
画
書
の
記
載
事
項

を
具
体
的
に
定
め
て
い
る
。

㈤

組
織
変
更
計
画
書
の
公
示

組
織
変
更
計
画
書
は
、
当
該
組
織
変
更
を
宣
告
す
る
た
め
に
開
催
さ
れ
る
株
主
総
会
の
会
日
よ
り
少
な
く
と
も
一
ヵ
月
前
ま
で
に
、
Ｅ

Ｃ
会
社
法
第
一
指
令
（68/151/

40
）

C
E
E

）

41
）

三
条
に
適
合
し
た
各
加
盟
国
の
法
律
が
定
め
る
方
法
に
従
い
、
公
示
さ
れ
る
（
Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条

42
）

五
項
）。

こ
の
点
は
、
持
株
会
社
方
式
に
お
け
る
設
立
計
画
書
の
公
示
の
方
法
と
同
様
の
措
置
で
あ
る
（
Ｓ
Ｅ
規
則
三
二
条

43
）

三
項
）。

注

40
）

公
示
・
会
社
の
行
為
の
効
力
お
よ
び
会
社
の
設
立
無
効
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
会
社
法
第
一
指
令
に
つ
い
て
は
、
山
口
幸
五
郎＝

加
藤
徹
「
Ｅ
Ｃ
会
社
法

に
関
す
る
第
一
指
令
」
山
口
幸
五
郎
編
著
『
Ｅ
Ｃ
会
社
法
指
令
』（
同
文
舘
、
一
九
八
四
年
）
一
三
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
同
指
令
の
国
内
法
化
に
関

す
る
現
状
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
加
藤
徹
「
Ｅ
Ｃ
会
社
法
指
令
と
そ
の
国
内
法
化
｜

第
一
指
令
の
ケ
ー
ス
｜

」『
比
較
会
社
法
研
究
』
奥
島
孝

康
教
授
還
暦
記
念
第
一
巻
（
一
九
九
九
年
）
五
九
三
頁
以
下
参
照
。

41
）

第
一
指
令
三
条
に
つ
い
て
、
本
文
と
の
関
連
に
お
い
て
必
要
な
事
項
を
述
べ
る
と
、
ま
ず
、
①
登
記
簿
お
よ
び
記
録
簿
に
お
け
る
公
示
を
定
め
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
各
加
盟
国
に
あ
っ
て
は
、
中
央
登
記
簿
ま
た
は
商
業
登
記
簿
も
し
く
は
会
社
登
記
簿
に
付
置
し
て
、
各
登
記
会
社
に
関
す
る
記

録
簿
が
開
設
さ
れ
る（
同
条
一
項
）。
各
場
合
に
従
い
、
公
示
す
べ
き
一
切
の
文
書
お
よ
び
一
切
の
事
項
は
、
こ
の
記
録
簿
に
収
録
す
る
か
、
ま
た
は

登
記
簿
に
記
載
さ
れ
る
。
登
記
簿
上
の
記
載
事
項
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
記
録
簿
に
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
（
同
条
二
項
）。

）

五
四

四
一
四

組
織
変
更
方
式
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
（
笹
川

敏
彦
）



こ
れ
ら
の
付
託
文
書
ま
た
は
記
載
に
つ
き
、
そ
の
全
文
ま
た
は
一
部
の
コ
ピ
ー
を
、
書
面
を
も
っ
て
請
求
し
う
る
こ
と
が
担
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
同
条
三
項
）。
次
に
、
②
官
報
に
お
け
る
公
示
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
公
示
に
服
す
べ
き
一
切
の
文
書
お
よ
び
一
切
の
事
項
は
、

他
方
に
お
い
て
、
加
盟
国
の
定
め
る
官
報
に
お
い
て
全
文
を
公
告
す
る
か
、
も
し
く
は
抜
粋
を
公
告
す
る
か
、
ま
た
は
記
録
簿
に
当
該
書
類
が
付
託

さ
れ
て
い
る
旨
も
し
く
は
登
記
簿
に
当
該
事
項
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
旨
を
指
摘
す
る
と
い
う
方
式
の
も
と
に
、
公
示
対
象
を
構
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
同
条
四
項
）（
以
上
の
記
述
は
、
加
藤
・
前
掲
注
（
40
）
五
九
七
｜
五
九
八
頁
に
拠
る
）。

42
）

W
erla

u
ff,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
68,

M
en
ju
cq
,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
237,

M
erca

d
a
l,
Ja
n
in
,
C
h
a
rv
eria

t et C
o
u
ret,

su
pra.

n
o
te n

°7,

n
°31292,

C
o
sta a

n
d B

ilreiro
,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
38,

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°330.

43
）

笹
川
・
前
掲
注
（
６
）
持
株
会
社
方
式
六
八
頁
参
照
。
同
旨
、M

erca
d
a
l,
Ja
n
in
,
C
h
a
rv
eria

t et C
o
u
ret,

su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°31292.

な

お
、
合
併
方
式
の
場
合
は
、
Ｓ
Ｅ
規
則
に
お
い
て
報
告
書
の
記
載
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
、
株
式
会
社
の
合
併
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
会

社
法
第
三
指
令
（78 /855 /C

E
E

）
九
条
に
そ
の
規
定
が
あ
り
、
一
切
の
加
盟
国
に
お
い
て
当
該
条
文
が
す
で
に
国
内
法
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提

と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
野
田
・
前
掲
注
（
９
）
二
六
六
頁
）。
第
三
指
令
九
条
に
つ
い
て
、
山
口
・
前
掲
注
（
40
）
一
三
八
頁
参
照
。

㈥

鑑
定
人
に
よ
る
報
告
書

⑴

組
織
変
更
方
式
に
よ
る
設
立
の
最
も
特
異
な
点
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
一
人
ま
た
は
数
人
の
独
立
の
鑑
定
人
（ex

p
ert in

d
e-

p
en
d
a
n
t

）が
設
立
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
で

44
）

あ
る
。
も
っ
と
も
、
鑑
定
人
を
設
立
手
続
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
は
、
合
併
方
式
お
よ
び
持
株

会
社
方
式
に
よ
る
設
立
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
組
織
変
更
方
式
に
お
け
る
鑑
定
人
の
職
務
内
容
（
後
述
）
は
、

合
併
方
式
お
よ
び
持
株
会
社
方
式
に
お
け
る
場
合
と
は
、
若
干
異
な
る
よ
う
に
思
わ

45
）

れ
る
。

組
織
変
更
方
式
に
お
け
る
鑑
定
人
は
、
Ｅ
Ｃ
会
社
法
第
三
指
令
一

46
）

〇
条
を
適
用
す
る
た
め
に
採
択
さ
れ
た
国
家
法
規
に
従
い
、
組
織
変

更
前
の
会
社
が
服
す
る
加
盟
国
の
行
政
庁
ま
た
は
司
法
庁
に
よ
っ
て
選
任
ま
た
は
承
認
さ
れ
る
。
そ
の
職
務
は
、
法
ま
た
は
定
款
が
配
当

す
る
こ
と
を
み
と
め
て
い
な
い
準
備
金
が
付
加
さ
れ
た
会
社
資
本
と
少
な
く
と
も
同
額
の
純
資
産
（a

ctif n
et

）
を
会
社
が
保
有
し
て
い

）

五
五

四
一
五

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）



る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
（
Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条

47
）

六
項
）。

⑵

本
項
に
は
、
さ
ら
に
「
必
要
な
変
更
を
施
し
（m

u
ta
tis m

u
ta
n
d
is

）、
Ｅ
Ｃ
会
社
法
第
二
指
令
（77/91/

48
）

C
E
E

）
に
従
い
」
と
い

う
文
言
が
あ
り
、
第
二
指
令
を
準
用
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
必
要
な
変
更
が
施
さ
れ
た
第
二
指
令
の
規
定
」へ
の
準
用
に
つ
い
て

は
、
当
然
に
い
く
つ
か
の
解
釈
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
を
欧
州
委
員
会
も
認
識
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
指
摘

さ

49
）

れ
る
。

⑶

こ
こ
で
の
鑑
定
人
の
職
務
に
つ
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
に
お
い
て
は
見
解
の
相
違
が
若
干
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
第
一
説
は
、

広
義
に
捉
え
る
立
場
で
あ
り
、
鑑
定
人
の
職
務
を
、
①
第
三
者
に
正
確
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
、
お
よ
び
②
第
三
者
の
権
利
を
保
護
す

る
た
め
に
鑑
定
人
を
で
き
る
か
ぎ
り
そ
の
過
程
に
組
み
込
む
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
第
一
説
は
、
右
の
よ
う
に
考
え
て
は
じ
め
て
鑑
定

人
が
関
与
す
る
こ
と
の
意
味
が
理
解
し
う
る
と
主
張

50
）

す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
説
は
、
鑑
定
人
の
職
務
を
す
べ
て
の
第
三
者
が
貸
借

対
照
表
を
閲
覧
で
き
る
よ
う
単
に
計
算
書
類
を
検
査
す
る
こ
と
に
限
定
し
て
解
す
る
立
場
で

51
）

あ
る
。
第
一
説
か
ら
は
、
第
二
説
の
よ
う
に

考
え
る
と
、
鑑
定
人
の
存
在
意
義
が
形
式
的
で
無
益
な
も
の
に
な
る
と
批
判
さ

52
）

れ
る
。

⑷

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
株
式
会
社
か
ら
そ
の
他
の
会
社
形
態
へ
の
組
織
変
更
の
決
定
は
、
当
該
会
社
の
会
計
監
査
役（co

m
m
i-

ssa
ire a

u
x co

m
p
tes

）
の
報
告
書
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
る
と
定
め
た
う
え
で
（
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
二
二
五
｜
二
四
四
条
一
項
一
文
）、

当
該
報
告
書
は
、
固
有
資
本
（ca

p
ita
l p
ro
p
re

）
の
額
が
会
社
資
本
の
額
と
少
な
く
と
も
同
額
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
と
規
定
し
て
い

る（
同
一
項
二
文
）。
こ
の
規
定
は
、
Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条
六
項
の
要
件
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
結
局
、
こ
れ
を
補
完
す

る
の
は
立
法
者
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ

53
）

れ
る
。

）
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）



注

44
）

同
旨
、C

o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°331.

45
）

合
併
方
式
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｅ
規
則
二
二
条
（
笹
川
・
前
掲
注
（
４
）
合
併
方
式
七
三
頁
以
下
）
参
照
。
持
株
会
社
方
式
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｅ
規

則
三
二
条
四
項
（
笹
川
・
前
掲
注
（
６
）
持
株
会
社
方
式
六
九
頁
以
下
）
参
照
。

46
）

株
式
会
社
の
合
併
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
会
社
法
第
三
指
令
（78/855/C
E
E

）
一
〇
条
に
つ
い
て
は
、
山
口
・
前
掲
注
（
40
）
一
三
八
｜
一
三
九
頁
参
照
。

47
）

W
erla

u
ff,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
68,

M
erca

d
a
l,
Ja
n
in
,
C
h
a
rv
eria

t et C
o
u
ret,

su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°31294,

C
o
sta a

n
d B

ilreiro
,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
38,

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°331.

48
）

Ｅ
Ｃ
会
社
法
第
二
指
令
の
正
式
名
称
は
、「
株
式
会
社
の
設
立
お
よ
び
そ
の
資
本
の
維
持
と
変
更
に
関
し
、
社
員
並
び
に
第
三
者
の
利
益
を
保
護
す

る
目
的
を
も
っ
て
、
加
盟
国
が
本
条
約
第
五
八
条
第
二
項
に
い
う
会
社
に
対
し
て
要
求
し
て
い
る
担
保
に
つ
き
、
こ
れ
を
同
等
な
ら
し
め
ん
た
め
に

調
整
せ
ん
と
す
る
一
九
七
六
年
一
二
月
一
三
日
理
事
会
第
二
号
指
令
」
で
あ
り
、
当
該
指
令
の
直
近
の
改
正
は
、
一
九
九
四
年
の
加
盟
証
書
（a

cte
 

d
’a
d
h
esio

n

）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
（JO
C
E
 
n
°
L 294 d

u 10 /11 /2001,
su
pra.

n
o
te n

°1,
p
.12,

n
o
te n

°1

）。
第
二
指
令
の
条
文
訳
に
つ
い
て

は
、
山
口
・
前
掲
注
（
40
）
四
五
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
同
指
令
の
国
内
法
化
に
関
す
る
現
状
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
加
藤
徹
「
Ｅ
Ｃ
会
社
法
指

令
と
そ
の
国
内
法
化
｜

第
二
指
令
の
ケ
ー
ス
｜

」
法
と
政
治
五
一
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
三
五
頁
以
下
参
照
。

49
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
94,

n
o
te n

°144.

50
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°331.

51
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°331.

な
お
、C

o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

は
、
第
二
説
の
出
典
を
示
し
て
い
な
い
。

52
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°331.

53
）

M
erca

d
a
l,
Ja
n
in
,
C
h
a
rv
eria

t et C
o
u
ret,

su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°31294.

㈦

組
織
変
更
計
画
書
の
承
認

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
は
、
組
織
変
更
計
画
書
に
つ
い
て
、
①
株
主
総
会
に
よ
る
承
認
（
後
述
⑴
）
の
ほ
か
に
、
②
労
働
者
参
加
が
組
織

さ
れ
た
会
社
機
関
に
よ
る
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
て
い
る（
後
述
⑵
）。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

）

五
七
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七
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て
検
討
す
る
。

⑴

株
主
総
会
に
よ
る
承
認

イ

設
立
当
事
会
社
の
株
主
総
会
は
、
組
織
変
更
計
画
書
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
定
款
を
承
認
す
る
。
株
主
総
会
の
決
議
は
、
Ｅ

Ｃ
会
社
法
第
三
指
令

54
）

七
条
を
適
用
す
る
た
め
に
採
択
さ
れ
た
国
家
法
規
が
定
め
る
要
件
の
も
と
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｓ
Ｅ
規

則
三
七
条

55
）

七
項
）。

ロ

か
か
る
承
認
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
定
款
変
更
に
つ
い
て
要
請
さ
れ
る
要
件（
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
二
三
六
｜
二
条
二
項
）

の
も
と
で
承
認
さ
れ
る
こ
と
に

56
）

な
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
定
款
変
更
は
特
別
決
議
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
、
当
該
決
議
の
定
足
数
要
件

は
、
議
決
権
あ
る
株
式
の
三
分
の
一
以
上
（
第
一
回
の
招
集
）、
ま
た
は
四
分
の
一
以
上
（
第
二
回
お
よ
び
第
三
回
の
招
集
）
の
株
主
が
出

席
し
ま
た
は
代
理
す
る
こ
と
で
あ
り（
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
二
二
五
｜
九
六
条
二
項
）、
多
数
決
要
件
は
、
出
席
し
ま
た
は
代
理
し
た
株
主
の

議
決
権
の
三
分
の
二
以
上
に
当
た
る
賛
成
で
あ
る（
同
条

57
）

三
項
）。
な
お
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、
こ
の
承
認
は
、
決
議
に
お
い
て
代
表
さ

れ
る
基
本
資
本
の
四
分
の
三
の
多
数
が
要
件
と
な
る
（
組
織
変
更
法
六
五
条
一
項

58
）

一
文
）。

ハ

Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条
七
項
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
第
三
指
令
七
条
の
み
に
言
及
し
て
お
り
、
同
指
令
八
条
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い

な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
論
ず
る
学
説
が

59
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
は
、
加
盟
国
の
法
制
に
対
し
て
、
一
定
の
要
件
を

充
足
す
れ
ば
、
存
続
会
社
の
総
会
に
よ
る
合
併
の
承
認
を
要
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
同
指
令

60
）

八
条
が
、
組
織
変
更
方
式
に
よ
る
設

立
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
合
併
に
お
け
る
存
続
会
社
の
状
況
に
類
似
す
る
と
考
え

ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
指
令
八
条
は
、
組
織
変
更
方
式
に
よ
る
設
立
に
は
援
用
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
組
織
変
更
方
式
に

よ
る
設
立
は
、
む
し
ろ
合
併
に
お
け
る
消
滅
会
社
の
状
況
に
類
似
す
る
よ
う
な
重
大
な
変
更
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

）

五
八

四
一
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）



が
っ
て
、
こ
の
場
合
は
、
存
続
会
社
で
は
な
く
、
消
滅
会
社
に
適
用
さ
れ
る
権
利
お
よ
び
多
数
決
要
件
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
に
同
指
令
八
条
に
言
及
し
な
い
と
い
う
Ｓ
Ｅ
規
則
の
採
用
し
た
措
置
は
正
当
で
あ
る
。

ニ

ま
た
、
組
織
変
更
方
式
に
よ
る
設
立
は
、
現
実
に
は
、
株
式
会
社
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
へ
の
単
な
る
「
会
社
形
態
の
変
更
」
と

い
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
が
要
請
す
る
要
素
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
、「
会
社
機
関
の
変
更
」と
い
っ

た
こ
と
さ
え
場
合
に
よ
っ
て
は
生
じ
う
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
柔
軟
性
を
利
用
す
る
こ
と

か
ら
も
、
相
当
大
き
な
再
編
（u

n
e v

erita
b
le refo

n
te

）
を
必
要
と
す
る
も
の
で

61
）

あ
る
。

⑵

労
働
者
参
加
が
組
織
さ
れ
た
会
社
機
関
に
よ
る
決
定

イ

さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
は
、
労
働
者
参
加
が
組
織
さ
れ
た
組
織
変
更
前
の
会
社
に
お
け
る
会
社
機
関
（
の
構
成
員
）
の
特

定
多
数
決
ま
た
は
全
員
一
致
の
議
決
に
よ
っ
て
、
組
織
変
更
を
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
加
盟
国
に
認
め
て
い
る
（
Ｓ
Ｅ
規
則
三
七

条

62
）

八
項
）。
こ
こ
で
の
会
社
機
関
と
は
、
二
層
制
を
採
用
す
る
場
合
は
監
督
機
関
で
あ
り
、
一
層
制
を
採
用
す
る
場
合
は
管
理
機
関
で

63
）

あ
る
。

ロ

フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘

64
）

す
る
。
す
な
わ
ち
、
設
立
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
お
い
て
監
督
機
関
の
労
働
者
代

表
が
共
同
決
定
（co

g
estio

n

）
に
関
す
る
権
利
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
加
盟
国
が
認
め
る
場
合
に
は
、
監
査
役
会

（co
n
seil d

e su
rv
eilla

n
ce

）
が
全
員
一
致
の
議
決
に
お
い
て
、
組
織
変
更
を
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
手
続
が
加
盟
国
の
国
家

法
規
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
、
当
該
手
続
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
決
定
の
前
に
、
履
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
た

だ
し
、
株
主
総
会
は
、
そ
れ
よ
り
先
に
開
か
れ
た
監
査
役
会
に
お
い
て
全
員
一
致
の
反
対
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
開
催
さ
れ

な
い
と
さ
れ
る
）。

ハ

労
働
者
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条
八
項
お
よ
び
九
項
（
後
述
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
株
主
の
保
護

）

五
九
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に
つ
い
て
は
、
組
織
変
更
計
画
書
の
公
示
（
Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条
五
項
）
に
よ
り
間
接
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
組
織
変
更
方
式
に
よ
る
設
立
に
お
い
て
は
、
株
主
の
利
益
よ
り
も
、
労
働
者
の
利
益
の
方
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と

指
摘
す
る
見
解
が

65
）

あ
る
。
他
方
で
、
ド
イ
ツ
の
学
説
の
な
か
に
は
、
Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条
八
項
の
背
後
に
、
組
織
変
更
は
労
働
者
の
経
営
参

加
の
利
益
を
事
後
的
に
縮
減
す
る
た
め
の
第
一
段
階
で
あ
る
と
の
考
え
が
あ
る
と
述
べ
る
も
の
も

66
）

あ
る
。

ニ

な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
貿
易
産
業
省
（
Ｄ
Ｔ
Ｉ
）
に
よ
る
と
、
会
社
機
関
へ
の
正
式
な
労
働
者
の
参
加
は
、
現
在
イ
ギ
リ
ス
の
公
開

有
限
責
任
会
社
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
の
で
、
Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条
八
項
の
選
択
肢
を
採
用
す
る
必
要
性
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
存
在

し
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ

67
）
68
）

て
い
る
。

ホ

い
っ
た
ん
前
記
の
決
議
（
Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条
七
項
（
お
よ
び
同
八
項
））
が
行
わ
れ
る
と
、
組
織
変
更
前
の
会
社
は
、
次
の
二
つ
の

事
項
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
新
し
い
会
社
形
態
を
登
録
す
る
こ
と（
Ｓ
Ｅ
規
則
一
二
条
一
項
）、
な
ら
び
に
②
労
働
者
参

加
の
方
式
を
含
み
、
場
合
に
よ
っ
て
は
会
社
機
関
の
変
更（m

o
d
ifica

tio
n d
’o
ra
g
a
n
isa
tio
n

）を
も
含
む
新
し
い
定
款
を
登
記（en

reg
is-

trem
en
t

）
す
る
こ
と
で

69
）

あ
る
。

注

54
）

第
三
指
令
七
条
は
、
合
併
の
承
認
決
議
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
す
な
わ
ち
、
合
併
は
、
少
な
く
と
も
各
合
併
当
事
会
社
の
総
会
に
よ

る
承
認
を
要
す
る
。
加
盟
国
の
法
制
は
、
当
該
決
議
が
、
総
会
に
お
い
て
代
表
さ
れ
た
証
券
に
属
す
る
議
決
権
の
三
分
の
二
以
上
、
ま
た
は
総
会
に

お
い
て
代
表
さ
れ
た
引
受
資
本
に
属
す
る
議
決
権
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
決
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
旨
を
定
め
る
こ
と
を
要
す
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
加
盟
国
の
法
制
は
、
引
受
資
本
の
半
額
以
上
が
総
会
に
お
い
て
代
表
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
前
段
所
定
の
議
決
権
の
単
純
多
数
決
を
も
っ
て

足
り
る
旨
を
規
定
す
る
こ
と
を
得
る
。
加
え
て
、
必
要
あ
る
と
き
は
、
定
款
の
変
更
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る（
一
項
）。
数
種
の
株
式
が
存
す
る

場
合
に
は
、
合
併
の
決
定
は
、
少
な
く
と
も
当
該
行
為
に
よ
り
そ
の
権
利
が
影
響
を
受
け
る
種
類
の
株
主
に
よ
る
別
個
の
決
議
に
服
す
る
（
二
項
）。

）

六
〇

四
二
〇

組
織
変
更
方
式
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
（
笹
川

敏
彦
）



当
該
決
議
は
、
合
併
原
案
の
承
認
お
よ
び
必
要
あ
る
と
き
は
合
併
の
実
現
に
必
要
な
定
款
変
更
に
つ
い
て
効
力
を
有
す
る
（
三
項
）（
山
口
・
前
掲
注

（
40
）
一
三
六
頁
）。

55
）

W
erla

u
ff,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
68,

M
erca

d
a
l,
Ja
n
in
,
C
h
a
rv
eria

t et C
o
u
ret,

su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°31296,

C
o
sta a

n
d B

ilreiro
,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
39,

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°332.

56
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°332,

M
erca

d
a
l,
Ja
n
in
,
C
h
a
rv
eria

t et C
o
u
ret,

su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°31296.

57
）

詳
し
く
は
、M

erca
d
a
l,
Ja
n
in
,
C
h
a
rv
eria

t et C
o
u
ret,

su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°11181 et su

iv
.,
C
a
n
n
u
,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°821 et 822

参
照
。

58
）

野
田
・
前
掲
注
（
９
）
二
五
〇
頁
。

59
）

W
erla

u
ff,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
p
.
69 -70.

60
）

第
三
指
令
八
条
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
加
盟
国
の
法
制
は
、
次
の
三
要
件
を
み
た
す
と
き
に
は
、
存
続
会
社
の
総
会
に
よ

る
合
併
の
承
認
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
を
得
る
。
⒜
合
併
原
案
に
つ
い
て
表
決
を
す
る
た
め
に
招
集
せ
ら
れ
る
消
滅
会
社
の
総
会
の
日
一
月

以
上
前
に
、
存
続
会
社
に
つ
い
て
第
六
条
所
定
の
公
示
が
行
わ
れ
る
こ
と
。
⒝
ａ
号
に
定
め
る
日
の
一
月
以
上
前
に
、
存
続
会
社
の
株
主
が
、
す
べ

て
第
一
一
条
第
一
項
所
定
の
文
書
を
当
該
住
所
に
お
い
て
閲
覧
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
。
⒞
引
受
資
本
に
つ
き
法
定
最
小
割
合
の
株
式
を
有
す
る

存
続
会
社
の
一
人
ま
た
は
数
人
の
株
主
が
、
合
併
の
承
認
を
表
決
す
る
た
め
に
開
催
せ
ら
れ
る
存
続
会
社
の
総
会
に
つ
い
て
、
そ
の
招
集
を
請
求
す

る
権
利
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
当
該
最
小
割
合
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
定
め
る
こ
と
を
得
な
い
。
た
だ
し
、
加
盟
国
は
、
議
決

権
の
な
い
株
式
を
右
割
合
に
算
入
し
な
い
旨
を
定
め
る
こ
と
を
得
る
（
山
口
・
前
掲
注
（
40
）
一
三
七
｜
一
三
八
頁
）。

61
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°332.

62
）

W
erla

u
ff,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
70,

C
o
sta a

n
d B

ilreiro
,
su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
39,

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°333,

C
o
u
ret,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
26.

63
）

野
田
・
前
掲
注
（
９
）
二
五
〇
頁
。

64
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°333.

65
）

野
田
・
前
掲
注
（
９
）
二
五
〇
｜
二
五
一
頁
。

66
）

C
h
risto

p
h T

eich
m
a
n
n
,
D
ie E

in
fu
h
ru
n
g d

er E
u
ro
p
a
isch

en A
k
tien

g
esellsch

a
ft,
Z
G
R
,
2002,

S
.
383,

441

（
野
田
・
前
掲
注
（
９
）

）
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二
六
七
頁
よ
り
引
用
）。

67
）

D
T
I,
Im
p
lem

en
ta
tio
n o

f th
e E

u
ro
p
ea
n C

o
m
p
a
n
y S

ta
tu
te:

T
h
e E

u
ro
p
ea
n P

u
b
lic L

im
ited

-
L
ia
b
ility C

o
m
p
a
n
y R

eg
u
la
-

tio
n
s 2004,

A
 
C
o
n
su
lta
tiv
e D

o
cu
m
en
t,
O
cto

b
er 2003,

p
.
20,

a
t 3.33.

68
）

な
お
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
学
説
の
な
か
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
も
の
が
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
官
報
デ
ン
マ
ー
ク
語
版
の
Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条
八
項
の
文
言

は
、
や
や
意
味
不
明
で
あ
っ
て
、
会
社
に
お
い
て
労
働
者
の
参
加
手
続
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
、
会
社
機
関
に
お
け
る
特
定
多
数
決
ま
た

は
全
員
一
致
の
承
認
が
存
在
す
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
他
の
言
語
版
に
よ
る
と
、
本
項
の
趣
旨
は
、
労

働
者
代
表
が
会
社
機
関
に
参
加
す
る
手
続
の
存
在
す
る
と
き
に
の
み
、
本
項
を
適
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
解
釈
が
正
当
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
Ｅ
Ｃ
官
報
英
語
版
に
よ
る
と
、

M
em
b
er S

ta
tes m

a
y co

n
d
itio

n a co
n
v
ersio

n to
 

a fa
v
o
u
ra
b
le v

o
te o

f a q
u
a
lified m

a
jo
rity o

r u
n
a
n
im
ity
 
in
 
th
e o

rg
a
n
 
o
f th

e co
m
p
a
n
y
 
to
 
b
e co

n
v
erted

 
w
ith
in
 
w
h
ich

 
em
p
lo
y
ee p

a
rticip

a
tio
n
 
is o

rg
a
n
ized

で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
に
よ
る
と
、

L
es E

ta
ts m

em
b
res p

eu
v
en
t su

b
o
rd
o
n
n
er u

n
e

 
tra
n
sfo
rm
a
tio
n a

u v
o
te fa

v
o
ra
b
le d

’u
n
e m

a
jo
rite

q
u
a
lifiee o

u d
e l’u

n
a
n
im
ite

d
es m

em
b
res a

u sein d
e l’o

rg
a
n
e d
e la so

ciete

a
tra
n
sfo
rm
er d

a
n
s lesq

u
el la p

a
rticip

a
tio
n d

es tra
v
a
illeu

rs est o
rg
a
n
isee

で
あ
る
。
と
り
わ
け
同
官
報
フ
ラ
ン
ス
語
版
は
、「
労

働
者
参
加
が
組
織
さ
れ
て
い
る
」
の
は
会
社
機
関
で
あ
っ
て
、
会
社
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
（W

erla
u
ff,

su
pra.

n
o
te n

°7,

p
p
.
70 -71

）。

69
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°334.

㈧

労
働
条
件
に
関
す
る
会
社
の
権
利
義
務
の
移
転

登
録
の
日
に
存
在
す
る
国
家
法
規
、
慣
習
（p

ra
tiq
u
e

）
お
よ
び
個
別
労
働
契
約
ま
た
は
労
働
関
係
よ
り
生
じ
る
労
働
条
件
に
関
す
る
組

織
変
更
前
の
会
社
の
権
利
お
よ
び
義
務
は
、
か
か
る
登
録
の
と
き
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
へ
と
移
転
す
る
も
の
と
す
る
（
Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条

70
）

九
項
）。

こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
手
法
（
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
典
一
二
二
｜
一
二
条
）
に
倣
っ
た
も
の
で

71
）

あ
り
、
合
併
方
式
に
よ
る
設
立
の
場
合

）

六
二

四
二
二

組
織
変
更
方
式
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
（
笹
川

敏
彦
）



に
も
、
同
様
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
（
Ｓ
Ｅ
規
則
二
九
条

72
）

四
項
）。

な
お
、
組
織
変
更
方
式
の
場
合
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
労
働
者
参
加
に
関
す
る
方
式
が
、
設
立
後
も
継

続
し
て
行
わ
れ
る
（
労
働
者
参
加
指
令
七
条
二
項
）。
し
た
が
っ
て
、
組
織
変
更
前
に
労
働
者
参
加
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
お
い
て
も
こ
れ
は
行
わ
な
れ
な
い
と
指
摘
さ

73
）

れ
る
。

注

70
）

Ｓ
Ｅ
規
則
三
七
条
九
項
と2001/23

指
令
（D
irectiv

e 2001 /23 /C
E d

u C
o
n
seil d

u 12 m
a
rs 2001 co

n
cern

a
n
t le ra

p
p
ro
ch
em
en
t d
es

 
leg
isla

tio
n
s d

es É
ta
ts m

em
b
res rela

tiv
es a

u
 
m
a
in
tien

 
d
es d

ro
its d

es tra
v
a
illeu

rs en
 
ca
s d

e
 
tra
n
sfert d

’en
trep

rises,

d
’eta

b
lissem

en
ts o

u d
e p

a
rties d

’en
trep

rises o
u d

’eta
b
lissem

en
ts,

JO
C
E
 
n
°
L
 
082 d

u 22 /03 /2001 p
p
.
16 -20 ）

と
の
関
係
に
つ

い
て
は
、W

erla
u
ff,

su
pra.

n
o
te n

°7,
p
.
133 et su

iv
.,
ch
a
p
ter 8

参
照
。

71
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°335.

72
）

笹
川
・
前
掲
注
（
４
）
合
併
方
式
九
六
頁
。

73
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°336.

三

お
わ
り
に

本
稿
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
方
式
の
う
ち
、
組
織
変
更
方
式
に
よ
る
設
立
に
つ
い
て
焦
点
を
あ
て
て
検
討
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
方
式
に
よ
る
設
立
は
、
合
併
方
式
、
持
株
会
社
方
式
、
共
同
子
会
社
方
式
に
よ
る
設
立
と
同
様
に
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
各
国
の

）

六
三

四
二
三

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）



法
律
家
（
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
家
）
に
と
っ
て
、
特
段
、
意
表
を
突
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
評
価
さ

74
）

れ
る
。
と
い
う
の
も
、

会
社
法
の
領
域
に
お
い
て
は
、
す
で
に
Ｅ
Ｃ
会
社
法
指
令
に
よ
る
各
国
会
社
法
制
の
調
整
の
積
み
重
ね
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
会
社
法
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
言
わ
れ
る
。
た
だ
、
Ｅ
Ｃ
会
社
法
指
令
の
果
た
す
役
割
が
い
か
に

大
き
い
も
の
と
は
い
え
、
同
指
令
に
も
限
界
が
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
み
が
そ
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
指
摘
さ

75
）

れ
る
。

も
っ
と
も
、
組
織
変
更
方
式
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
定
款
上
の
住
所
の
国
際
移
転
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
（
前
述
二

㈢
）
お
よ
び
設
立
当
事
会
社
を
株
式
会
社
の
み
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
（
前
述
二
㈠
）
な
ど
の
点
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
は
や
や
消
極

的
で
あ
る
と
の
批
判
も
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
批
判
も
、
国
際
的
な
組
織
再
編
を
実
現
し
た
と
い
う
同
法
の
な
し
遂

げ
た
貢
献
の
重
要
性
を
減
ぜ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら

76
）

れ
る
。

今
後
は
、
残
る
共
同
子
会
社
方
式
に
よ
る
設
立
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
「
機
関
」
に
つ
い
て
も
検
討
を
進
め
た

い
。

注

74
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°337.

75
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°337.

76
）

C
o
lo
m
b
a
n
i et F

a
v
ero

,
su
pra.

n
o
te n

°7,
n
°337.

二
〇
〇
六
年
一
月
脱
稿
）

更
方
式
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

）

六
四

四
二
四

組
織
変

）

会
社
の
設
立
（
笹
川

敏
彦

ず
れ
た
ら
こ
の
枠
と
る
★

★




